
令和５年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員について（案） 

 

＜考え方＞ 
 

各病院の令和５年度の募集定員については、別紙のとおり各病院の希望定員 

数どおりとする。 

 

○各病院の希望定員 合計（内訳は別紙）          １１０人 

○厚生労働省が決定した令和５年度の大分県の募集定員上限  １１６人     

※参考：令和４年度の大分県の募集定員合計  １１０人 

 

 

１．募集定員の設定について 

令和２年度より（令和３年度から研修を開始する研修医募集定員から）、病院ごと

の募集定員の設定が都道府県に権限移譲された。都道府県は、厚生労働省が決定した

募集定員の上限の範囲内で各病院ごとの定員の設定を行う。 

令和５年度定員及び配分定員の算定方法については、令和４年４月１５日までに地

域医療対策協議会の審議を踏まえ、九州厚生局あてに報告を行う必要がある。 

 

２．大分県の募集定員の設定方法について 

設定方法については、従来どおり病院の希望数を基本とし、各病院の希望数が上限

を上回った場合は、地域医療対策協議会で配分先を検討・調整することとする。 

 

３．各病院の定員希望について 

各病院へ定員希望調査を行った結果、中津市民病院については研修希望者の増加及

び指導体制の充実により１名増の６名を希望している。 

別府医療センターは、コロナ渦における研修体制の見直しにより１名減の８名とし

たいという希望があった。 

他の病院は現行定員数が研修の質を保てる適正数という理由で令和４年度と同数

の要求であった。 
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資料１－１



【考え方】

【病院ごとの定員希望等】

病院名
令和４年度
定員

令和５年度
希望定員

令和５年度
定員（案）

（参考）
前年度から
の増減

国 立 病 院 機 構
別 府 医 療 セ ン タ ー 9 8 8 -1

大 分 県 立 病 院
（ ※ 自 治 医 含 む ） 17 17 17 0

大 分 大 学 医 学 部
附 属 病 院 44 44 44 0

大 分 大 学 医 学 部
附 属 病 院 （ 小 ・ 産 ） 4 4 4 0

社 会 医 療 法 人 敬 和 会
大 分 岡 病 院 5 5 5 0

中 津 市 立
中 津 市 民 病 院 5 6 6 1

大 分 県 厚 生 連
鶴 見 病 院 4 4 4 0

大 分 中 村 病 院 4 4 4 0

国 立 病 院 機 構

大 分 医 療 セ ン タ ー
2 2 2 0

大 分 赤 十 字 病 院 5 5 5 0

大 分 県 済 生 会
日 田 病 院 2 2 2 0

新 別 府 病 院 4 4 4 0

大 分 市 医 師 会 立
ア ル メ イ ダ 病 院 5 5 5 0

大分県　計 110 110 110 0

大分県募集定員上限 116

令和５年度から研修を開始する研修医の募集定員（案）

　各病院の希望定員数の合計が、国が示した大分県の上限を下回るため、各病院の希
望する人数とする。
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31
11 27

2

11,030 11,276 11,370 11,461 11,722 11,448
10,699 10,900 10,755 10,739 10,703

11,222 11,272 11,390 11,244 11,492 11,325 11,227 11,144

8,443 8,720 8,802 8,759 8,702 8,572 8,597 8,729 8,655 8,679 8,717
9,206

9,637 9,826
10,195 10,297 10,288 10,085 10,251

7000
8000
9000

10000
11000
12000

H16' H17' H18' H19' H20' H21' H22' H23' H24' H25' H26' H27' H28' H29' H30' H31' R2' R3' R4’

1.22
1.17 1.16

1.23

1.12 1.10
1.35 1.25

1.11 1.09
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省令施行通知（定員部分抜粋） 

医政発第０６１２００４号 

平成１５年６月１２日 

（一部改正平成31年３月29日） 

（一部改正令和２年３月30日） 

（一部改正令和３年３月31日） 

 

各都道府県知事殿 

厚生労働省医政局長 

 

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 

 

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準 

23 地域における研修医の募集定員の設定  

都道府県知事は、地域における臨床研修病院群の形成を促進し、地域医療を安定的

に確保するため、都道府県は、管轄する地域における各病院の研修医の募集定員につ

いて、厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、以下の方法に

より設定を行うこと。 

 (1)募集定員の上限 

（略） 

 

(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定 

都道府県知事は、(1)にて設定された上限の範囲内で、医師少数区域等における医

師の数の状況、各病院の研修医の受入実績、その他地域の実情等を勘案して、地域

医療対策協議会の意見を踏まえ、病院ごとの定員の算定方法をあらかじめ定め、当

該定員を設定すること。 

その際、(1)アの医師少数区域の人口によって加算された配分については、医師少

数区域の基幹型臨床研修病院等に配分することとし、前述５の(1)ア(ｶ)により小児

科・産科研修プログラムを設けた病院に対し、当該研修プログラムの募集定員分と

して、募集定員の上限から４を配分すること。 

また、前述５の(1)ア(ｸ)により基礎研究医プログラムを設けた病院に対し、当該

プログラムの募集定員分として、国が定める都道府県ごとの定員枠から配分するこ

と。 

 

24 募集定員の通知  

(1) 都道府県知事は、法第16条の３第３項の規定により臨床研修病院ごとの研

修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度

の４月30日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならな

いこと。  
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省令施行通知（定員部分抜粋） 

(2) 都道府県知事は、臨床研修病院ごとの定員を定めるにあたっては、法第16

条の３第５項の規定により、あらかじめ厚生労働大臣に研修医の募集定員のほ

か、当該定員の算定方法を通知しなければならないこと。  

(3) 都道府県は、当該通知書を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付すること。 

 

25 臨床研修に関する地域医療対策協議会  

(1) 都道府県は、地域における研修医の確保、臨床研修の質の向上を図るた

め、地域医療対策協議会を開催し、関係者が協議する場とすること。  

(2) 地域医療対策協議会の構成員については、「地域医療対策協議会運営指針に

ついて」（平成30年７月25日付け医政発0725第15号厚生労働省医政局長通知）

を参照とすること。  

(3) 地域医療対策協議会は、以下の項目について協議、検討すること。  

ア 地域における臨床研修の質の向上に関すること。  

イ 地域における研修医の確保に関すること。  

ウ 地域における研修医の募集定員の設定に関すること。 

エ 地域における指導医の確保、養成に関すること。  

オ 地域における臨床研修病院群の形成に関すること。  

カ 臨床研修病院の指定や取消に関すること。  

キ 地域密着型臨床研修病院の認定に関すること。 
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